
［重要

高齢ドライバーの

交通安全について
ご家族で考えてみませんか？

田常生活の中では気つきにくい初期の認知機能の衰えも、自動車を運転する行

為には比較的表れやすく、この認知症予備群とも言える軽度認知障害の人が運転

時に表れやすい事象をまとめたものが、「運転時認知障害早期発見チェックリス

ト30」です。

裏面のチェックリストに5項目以上チェックが入る方は、認知機能の衰えを念

頭に専門機関で診てもらうなどの目安として活用し、安全運転に心がけてくださ

い。

さあ！それではやってみましょう！

匡夏至司　運転時認知障害早期発見チェックリスト30は、あくまで認知機能の衰えを念頭に
専門機関への受診を検討する際の目安であり、判断するのは本人やご家族です。

「認知症」に悩む万（家族）の運転適性相談を行っています

1相談の内容
認知症等の症状により、自動車等の安全な運転に支障がある方、また、そのご家族の皆さんから、

運転免許の更新は可能なのか、などの相談をお受けします。
2　相談の方法

○相談窓口（面接または電話で相談をお受けいたします。）
・場所前橋市元総社町80番地4　群馬県総合交通センター高齢運転者対策室
・電話027－253－9300

0受付時間　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9時～16時

前橋市・前橋警察署・前橋東警察署



30問のうち5問以上にチェックが入った方は要注意です。

認知症予防を心がけていただくとともに、毎年1度はご自身でチェックを行い、項目が増えるようなことが
あれば専門医や専門機関の受診を検討しましょう。

特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会

【監修】浦上克哉　　日本認知症予防学会理事長、特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会理事、鳥取大学医学部教授



運転免許証自主返納支援制度のご案内
前橋市では、本市に住民登録がある方で、運転免許証を自主的に返納

された方に、次のような支援を行っています。

1．「運転経歴証明書」交付手数料の全額助成

○運転免許証に代わる身分証明書としてご利用いただけます。
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○提示をすれば、タクシー運賃が10％割引、上毛電鉄の運賃が官業叛織農等憑

50％割引（65歳以上の方）となるなどの特典があります。　議書書…芋蔓簿葦撃空き

悪妻「芸莞器‘5500円撃三笠貢郡転（通称

数券、上電

乗車券　中　　ずれ　　　　選壬

◆マイタクの申請◆
運転免許証を自主返納した方は返納時にマイタクの登録申請

も同時に行うことができます。マイタクはタクシー運賃の一部

を支援する事業です。

×既に運転免許証を自主返納していて、マイタクのご登録が

お済みでない方も、ご登録の上、ぜひご利用ください。
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※1運転経歴証明書交付手数料に係る助成及び利用券の交付は、運転免許証自主返納時に本人が

申請した場合に1回限りの支援となります。また、再発行はいたしませんのでご注意下さい。

△運転免許証が失効した場合は、対象となりませんので、ご注意ください。

◇自主返納支援制度お問い合わせ先◇

前橋市役所交通政策課交通安全・サイクルプロモーション係（帆：898－6263）

◇運転免許証返納場所◇（ご本人が窓口において申請することが必要となります）

窓口 ��曜日 �受付時間 �電話番号 

総合交通センター内運転免許課窓口 ��平日 �午前8：30～11：00　午後1：00～4：00 �253－9300 

前橋東警察署管内に住民登録がある方のみ 

前橋東交通安全協会 �平日 �午前8：30～11：00　午後1：00～4：00 �243－3231 

前橋東警察署大胡分庁舎 �平日水曜日 �午前8：30～11：00　午後1：00～3：00 �283－0110 



認知症等の症状により、自動車等の安全な運転に支障がある方、また、そのご家

族の皆さんから、運転免許の更新は可能なのか、などの相談をお受けします。
たとえば、

「家族に認知症の症状があり、交通事故を起こしてしまいそうで心配‥・J

r認知症なのに、このまま免許を更新していいのだろうか‥・」

このようなお悩みがある方は、一人で悩まないで何でも気軽にご相談下さい。

相談の流れ
①本人の症状、家族の意向、免許の有効期間などをお聞きします。

②　ご家族に、公安委員会指定の診断書をお渡しし、主治医の先生に記入していた
だきます。

③記入してもらった診断書を、郵送または持参していただきます。

④診断書を基に、引き続き運転可能かどうか審査し、その後の対応をご家族に説
明いたします。

※　相談は無料です。（診断書代金は自己負担となります。）

※　秘密は厳守いたします。

相談の方法
○　相談窓口（面接または電話で相談をお受けいたします。）
・場所　前橋市元総社町80番地4　群馬県総合交通センター高齢運転者対策室

・電話　027－253－9300

0　受付時間

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）　9時～16時

前橋市元総社町80番地4

群馬県総合交通センター

高齢運転者対策室

027－253－9300

（月～金）9：00～16：00

至前橋・渋川方面


